
                            
 
＝＝ 新法人発足に伴い、組合名は「日本原子力研究開発機構労働組合」となりました。＝＝ 
 
放射線業務手当問題： 

労組員 6名への処分撤回の要求書を提出 

 労組は独自の調査をもとに、今回「厳重注意」を受けた組合員の処分撤回を求める要

求書を機構に提出しました。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____________ 

 

放射線業務手当討論集会を行います。 
 

日時：11 月 2 日（水)： 18：30 から 20：30 

場所：真崎コミュニティーセンター会議室 
 

内容 
   執行委員会からの報告： 
   昭和 42年導入時の経緯など： 
   参加者の報告討論： 

   
 放射線業務手当の問題では、いろいろな職場から怒りの声や「あきれた」という声が

上がっています。文部科学省の「調査｣もまだ終わっていないようです。「放射線業務」

とは、そして「放射線業務手当」とはなんだったのか、原点に戻って考えて見ましょう。 
 組合員多数の参加を求めます。特に放射線業務を持つ職場の分会は分会あたり 1名以
上の参加を検討してください。 
 非組合員の皆さん、原子力ユニオンの方もどうぞ 
 

 

中央委員会開催予定 
 

日時： 11月 9日(水) 18:30より 
場所： 
  
議題： 委員長挨拶 
    活動報告 
    協定類の承認 
    放射線業務手当問題 
    四半期会計報告 
     など 

 

拡大窓口交渉報告 
10 月 25 日平成 17 年度給与改定、研究員・技術員認定などについて拡大窓口交渉を行

いました。以下、主なやり取りを示します。 

  

  ＜ -0.37%の小さな話よりも、はるかに大きな旧 2法人の本給差の話だ ＞ 

    とにかく実態ベースのデータを出せ!! 

[機構] 先の団体交渉で平成 17年度の給与改定を提案した。提案に対する労組の検討結
果を聞きたい。 

[労組] -0.37%は納得できないが、その小さな話よりももっと大きな話があるだろう。
本給を将来どうするのか。こちらの試算では旧サイクル機構と旧原研で本給に大き

な開きがある。将来をどうするか考えるために実態のデータを示せと前から言って

いる。 
[機構] 分析している段階。まだ示せない。説明できる段階になれば説明する。給与改
定が決着しないと、12月期一時金を払えない。 

[労組] 13日の団体交渉で、「18日の支払いが出来るかどうかで手一杯」のようなこと
を聞いてあきれた。半年や 1年前ならともかく、今の段階で検討中はないだろう。

検討を待っていられない。データをよこせばこちらで分析する。 
[機構] 個人のデータを見せるわけには行かない。 
[労組] 個人名を見せる必要は無い。 
[機構] 検討が出来たら示したい。18日の支払いについてはケアレスミスがあったが何
とか 10月分を払えた。 

[労組] 検討のスタートは 18日以降だったのか？ 
[機構] いつでもいいだろう。遅いのは確か。1年待ったのだからもうちょっと待って。 
[労組] いつまでも待てない。ひとつの法人で同じような仕事をしていて、今すぐはと
もかく、将来どうなるのか見えなくてはほとんどの職員は納得できない。 

[機構] -0.37%は目先の問題として片付けなければ。 
[労組] 実態ベースのデータはいつごろ出てくるのか。 
[機構] 約束できない。手一杯である。少しずつはやっている。 

-0.37%の話はどうなの？ある程度の表を作りたい。 
[労組] 人事院勧告(人勧)通りにするということか。 
[機構] 人勧を考慮した水準を考えている。100円単位ででこぼこはあるだろう。 
[労組] 基本的に-0.37%には反対。減るのだから。 
[機構] 世の中と同じにやっていくのが無難。 
[労組] 成果が上がっていないから、そうなるということか。 
[機構] そういうことだと思う。 
[労組] 一時金の基礎データはどうするつもりか？ 
[機構] そこまでは考えていない。一時金の要求が出てから。 
[労組] 一時金も経過措置をするのか？ 毎月のものについては経過措置だが、一時金
ではどうなるのか。 

[機構] 調整額の取り扱い方ということか？ 
[労組] そうだ。 
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[機構] 期末で何か出さないといけないと思っている。まだ手につかないが。 
[労組] 2法人がひとつになった。給与体系に違いはあるがそれをひとつにしていくとい
うことだと思う。違いの実態を労使双方で確認して検討していくことが大事と考え

ている。機構は示すつもりがあるのか聞きたい。はっきり回答して欲しい。 
[機構] 言っていることは判る。 
[労組] われわれは、手順を踏んで話し合っていこうと言っている。そのために必要。 
[機構] 一緒だからといって、すべてが同じになるということではない。出し方につい
ては検討させていただいてから。 

[労組] それからだね、-0.37%の表作成の話は。 
[機構] 労働条件が変わるときは、話していくのが筋だとは思う。そのときに JNCの話
がどこまで出せるかわからない。しかし、期末を控えて、-0.37％の話を早く決めないと。 
[労組] お互いに隠しあっていたのか？ 
[機構] 検討していく、出し方も含めて。 
  ＜ 研究員・技術員の認定問題 ＞ 

[機構] 先の窓口交渉で、研究員・技術員の認定について説明を求められました。説明
します。 

 この制度は新しいもので、定着するまでは絶対こうでなくてはと限定しない。 
[労組] 6級へのキャリアパスで、技術員認定が必要と限定しないということか？口頭で
言われても、7月に示された制度案のように、紙に書いてあるとこれを絶対視する部
長も出てくる。撤回しないと問題が生じる。 

[機構] 今はキャリアパスとしないが将来はしたい。 
[労組] 人事考課について、当面旧法人のもので行うといっていたが、昇格の審査方法
などを面接などを取り入れた以前提案したものでやるというのか？だとすれば、旧

法人のもので行うとした話と違う。 
[機構] いや、評価は以前のものでやる。だから話が違うということではない。 
[労組] それはたとえば点数を採点するのは以前の人事考課だが、その使い方は新しい
制度でやるということか。使い方も含めての評価制度だから、それでは以前のもの

でやるということにはならない。 
[機構] ... 
  ＜ 研究員・技術員の認定状況を示せ!! ＞ 

[労組] ９月末に遡って認定をしたと聞いた。状況は？あとでよいからデータを出せ。
職種、級、学歴、先に研究員手当てを受給していたかどうかの別に、研究員、技術

員の認定数、未認定数を出せ。 
[機構] 正式の発令は 4月以降になる。 
[労組] １次認定と２次認定があるのか。 
[機構] そうだ。合格証が所属長を通じて出ている。 
[労組] われわれは、研究員、技術員の認定基準があいまいすぎるといっていた。特に
技術員認定の基準について、キャリアパスとの関連も含めて意見を言ってきた。今

回の認定はある意味で、基準の内容を示すものなので特に中身を知りたい、具体的

な数字で示すことを求める。 
  ＜ 放射線業務手当問題 ＞ 

[機構] 放射線業務手当ての問題で要求書を受け取ったが、誤解があるようなので.... 

[労組] 私は JPDRの運転員のとき、放射線業務手当をもらっていた。制御室は非管理
区域にあり、原子炉の運転が順調なら管理区域に入るのは巡視点検のときくらいだ。

その支給が間違っていたというのか。今の調査はおかしい。 
[労組] 要求書に書いたように、この問題は調査の仕方やその扱い、処分の内容など、
大いに問題がある。 機構は運用実態、労使間の協約内容を吟味して考えていただ

きたい。何の責任もない職員を譴責するなど言語道断だ。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 
投稿 （ W生 ） 

これは変だぞ － その１ － 

 大洗地区はひとつの事業所になりましたが、元原研職員から見ると「これは変だ」と

思うことがあります。 
 入門のために、これまで原研ではステッカーが交付されていましたが、これからは事

業所として許可証というものに統一するそうです。これまでのサイクル機構のやり方や

内容をほとんど丸写しにしているようです。その申請書の内容が問題です。なんと、自

動車保険のうち、任意保険に加入していないと許可証を発行しない、つまり、車による

入構を認めないというのです。加入を証明するために、強制賠償保険及び任意保険の証

券番号や保険会社名を申請書に記載させるようになっています。 
 これは２重におかしいです。そもそも任意保険は、その名のとおり「任意」です。事

業者が職員に、その加入を「強制」するのはおかしいです。掛け金は職員個人が負担す

るわけですから、「強制」はやりすぎです。サイクル機構では以前は任意保険の保障内容

まで指定されていたと聞きます。どうして、そんなことがまかり通ってきたのでしょう

か。もうひとつ問題なのは、車検を持っている車なら必然的に加入している強制保険も

含めて、証券番号や保険会社についての個人情報を集めることは、個人情報保護法の趣

旨に反するのではないでしょうか。 
 この問題は、労組として指摘し、やりすぎな部分は修正させることが必要だと思いま

す。 
 

これは変だぞ － その２ － 

 茨城県では、10月 19日の夜の地震で震度５弱などを記録したため、施設の点検など
で多数の職員が出勤しました。私の施設でも、30分も 40分もかけて自宅から駆けつけ
た職員もいます。 
 緊急呼び出しによるこのような出勤に対して、以前は服務管理上の一定の配慮があり

ましたが、新法人になって、「職場にいた時間だけ」しか考慮されないことになったので

しょうか？これはおかしいでしょう。「安全確保」を職員の「善意」にだけ任せるべきで

はありません。これまでの扱いを変えるのであれば、ひとつの提案をしたい。 
 緊急呼び出し手当を、1回につき 3000円くらいは支給すること。予定外の通勤である
ので、別途、距離に応じた追加通勤費を支払うこと。せめて、これくらいはしないとい

けないと思いますが、みなさん、どうでしょうか。「安全」には人とお金が必要なことは、

世間の常識です。 


